
様式 １　公表されるべき事項

国立研究開発法人海洋研究開発機構（法人番号 7021005008268）の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

法人の長

理事

  ②令和元年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入
　　実績を含む。）

　③ 役員報酬基準の内容及び令和元年度における改定内容

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

役員報酬水準を検討するにあたって、以下の国家公務員の給与水準及び類似する企業規模の

データを参考とした。
① 事務次官年間報酬額…２３，３７４千円
② １,０００人以上３,０００人未満の企業規模を有する役員の年間報酬額…３３，３１５千円
（令和元年民間企業における役員報酬（給与）調査）

役員報酬支給基準は、月額及び期末特別手当から構成されている。月額については、

国立研究開発法人海洋研究開発機構役員報酬規程に則り、本給（８２０,０００円）に特別

地域手当（本給の月額に１００分の１０を乗じて得た額）を加算して算出している。期末特

別手当についても、国立研究開発法人海洋研究開発機構役員報酬規程及び役員の期

末特別手当の支給割合の取扱細則に則り、合計額（本給＋特別地域手当＋本給×１０

０分の２５＋（本給＋特別地域手当）×１００分の２０）に、次の各号に定める割合の合計を

乗じ、さらにその者の基準日以前６箇月以内の期間における在職期間に応じた割合を乗

じて得た額に、その者の職務実績に応じ、理事長が△１０％から＋１０％の範囲内で支給

割合を増減することができる額としている。
（１） 一般職給与法第１９条の４第２項において、指定職俸給表の適用を受ける職員の
期末手当基礎額に乗じる割合として定められる割合
（２） 一般職給与法第１９条の７第２項第１号ロにおいて、指定職俸給表の適用を受ける
職員の勤勉手当基礎額に乗じる割合として定められる割合

なお、令和元年度では、給与法指定職の改定に準拠した期末特別手当支給率の引き
上げ（年間０.０５か月分）を実施した。

役員報酬支給基準は、月額及び期末特別手当から構成されている。月額について

は、国立研究開発法人海洋研究開発機構役員報酬規程に則り、本給（１,００６,０００円）

に特別地域手当（本給の月額に１００分の１０を乗じて得た額）を加算して算出している。

期末特別手当についても、国立研究開発法人海洋研究開発機構役員報酬規程及び

役員の期末特別手当の支給割合の取扱細則に則り、合計額（本給＋特別地域手当＋

本給×１００分の２５＋（本給＋特別地域手当）×１００分の２０）に、次の各号に定める割

合の合計を乗じ、さらにその者の基準日以前６箇月以内の期間における在職期間に応

じた割合を乗じて得た額にその者の職務実績に応じ、理事長が△１０％から＋１０％の

範囲内で支給割合を増減することができる額としている。
（１） 一般職の職員の給与に関する法律（昭和２５年法律第９５号。以下「一般職給与
法」という。）第１９条の４第２項において、指定職俸給表の適用を受ける職員の期末手
当基礎額に乗じる割合として定められる割合
（２） 一般職給与法第１９条の７第２項第１号ロにおいて、指定職俸給表の適用を受ける
職員の勤勉手当基礎額に乗じる割合として定められる割合

なお、令和元年度では、一般職給与法の指定職の改定に準拠した期末特別手当支
給率の引き上げ（年間０.０５か月分）を実施した。

役員報酬については国立研究開発法人海洋研究開発機構役員報酬規程に基づき支給した。 こ
のうち、期末特別手当については「文部科学大臣が行う業績評価の結果を勘案し、その者の職務
実績に応じ、理事長がこれを増額し、又は減額することができる」としており、令和元年度において
は 当該規定に基づき平成３０年度の業績評価を反映している。
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理事（非常勤）

監事

監事（非常勤）

役員報酬支給基準は、月額から構成されている。月額については、国立研究開発
法人海洋研究開発機構役員報酬規程に則り、非常勤役員手当（理事 １２１,７００円）
を支給することとしている。

役員報酬支給基準は、月額及び期末特別手当から構成されている。月額につい

ては、国立研究開発法人海洋研究開発機構役員報酬規程に則り、本給（７０３,０００

円）に特別地域手当（本給の月額に１００分の１０を乗じて得た額）を加算して算出し

ている。期末特別手当についても、国立研究開発法人海洋研究開発機構役員報酬

規程及び役員の期末特別手当の支給割合の取扱細則に則り、合計額（本給＋特別

地域手当＋本給×１００分の２５＋（本給＋特別地域手当）×１００分の２０）に、次の

各号に定める割合の合計を乗じ、さらにその者の基準日以前６箇月以内の期間に

おける在職期間に応じた割合を乗じて得た額に、その者の職務実績に応じ、理事長

が△１０％から＋１０％の範囲内で支給割合を増減することができる額としている。
（１） 一般職給与法第１９条の４第２項において、指定職俸給表の適用を受ける職員
の期末手当基礎額に乗じる割合として定められる割合
（２） 一般職給与法第１９条の７第２項第１号ロにおいて、指定職俸給表の適用を受
ける職員の勤勉手当基礎額に乗じる割合として定められる割合

なお、令和元年度では、給与法指定職の改定に準拠した期末特別手当支給率の
引き上げ（年間０.０５か月分）を実施した。

役員報酬支給基準は、月額から構成されている。月額については、国立研究開発
法人海洋研究開発機構役員報酬規程に則り、非常勤役員手当（監事 ９８,０００円）
を支給することとしている。
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２　役員の報酬等の支給状況
令和元年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

8,311 5,030 2,778 503 （特別地域手当） 8月31日 ※

千円 千円 千円 千円

9,381 7,042 1,635 704 （特別地域手当） 9月1日 ※

千円 千円 千円 千円

15,542 9,840 4,488
984
229

（特別地域手当）
（通勤手当） 4月1日 ※

千円 千円 千円 千円

15,442 9,840 4,377
984
240

（特別地域手当）
（通勤手当） ◇

千円 千円 千円 千円

15,482 9,840 4,488
984
170

（特別地域手当）
（通勤手当） ※

千円 千円 千円 千円

13,187 8,436 3,753
844
155

（特別地域手当）
（通勤手当） ※

千円 千円 千円 千円

1,176 1,176 0 0

注１：「その他」欄には手当等が支給されている場合は、例えば通勤手当の総額を記入する。
注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　 退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
       独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄
注３：「特別地域手当」は、一般職の職員の給与に関する法律（昭和２５年法律第９５号）第１１条の３の規定に
　　　準じて支給する。
注４：「A法人の長」は令和元年度途中の退任であるため令和元年度支給額は満額ではない。
注５：「B法人の長」は令和元年度途中の就任であるため令和元年度支給額は満額ではない。
注６：単位未満を切り捨てているため、総額が内訳の合計と一致しないものがある。

A監事

B監事
（非常勤）

B
法人の

長

A
法人の

長

A理事

B理事

前職

C理事

就任・退任の状況
役名

その他（内容）

3



３　役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】
　法人の長

　理事

　理事（非常勤）

　監事

当機構は、海洋に関する基盤的研究開発及び学術研究に関する協力等の業務
を総合的に行い、海洋科学技術の水準の向上を図り、学術研究の発展に資するこ
とを目的としている。特に、地球深部探査船「ちきゅう」の運用については、国際プ
ロジェクトである国際深海科学掘削計画を推進しつつ、世界的にも顕著な成果を
多数挙げるなど順調に実績を挙げてきた。

そうした組織の中で、海洋研究開発機構の法人の長は、法人全体の研究業務を
総括する一方で、産学官との連携を進めるなど、高いマネジメント能力やリーダー
シップに加え、研究分野に対する高度な専門性が求められる。

法人の長の年間報酬額は、人数規模が同規模である民間企業の役員年間報酬
額３３，３１５千円と比較した場合、同水準以下であり、また、事務次官の年間給与
額２３，３７４千円と比べてもそれ以下となっている。

また、文部科学省が所管する科学技術（人文科学のみに係るものを除く。）に関
する研究開発を主要な業務とする他法人の長と比較しても、その報酬等の総額は
それらと均衡するものであると同時に、毎年の人事院勧告の結果を反映していると
ころであり、職務内容の特性や他法人等との比較を踏まえると、報酬水準は妥当で
あると考えられる。

当機構は、海洋に関する基盤的研究開発及び学術研究に関する協力等の業務

を総合的に行い、海洋科学技術の水準の向上を図り、学術研究の発展に資するこ

とを目的としている。特に、地球深部探査船「ちきゅう」の運用については、国際プロ

ジェクトである国際深海科学掘削計画を推進しつつ、世界的にも顕著な成果を多数

挙げるなど順調に実績を挙げてきた。
そうした組織の中で、海洋研究開発機構の理事は、各担当の業務を総括する一

方で、法人の長同様に高いマネジメント能力やリーダーシップに加え、各担当分野
に対する高度な専門性が求められる。

理事の年間報酬額は、人数規模が同規模である民間企業の取締役の年間報酬３
３，３１５千円と比較した場合、同水準以下であり、また、事務次官の年間給与額２
３，３７４千円と比べてもそれ以下となっている。

また、文部科学省が所管する科学技術（人文科学のみに係るものを除く。）に関す
る研究開発を主要な業務とする他法人の理事と比較しても、その報酬等の総額はそ
れらと均衡するものであると同時に、毎年の人事院勧告の結果を反映しているところ
であり、職務内容の特性や他法人等との比較を踏まえると、報酬水準は妥当である
と考えられる。

該当者なし

当機構の監事の年間報酬額は、人数規模が同規模である民間企業の取締役の

年間報酬額１９，２７６千円と比較した場合、同水準以下であり、また、事務次官の

年間給与額２３，３７４千円と比べてもそれ以下となっている。
また、文部科学省が所管する科学技術（人文科学のみに係るものを除く。）に関

する研究開発を主要な業務とする他法人の理事と比較しても、その報酬等の総額
はそれらと均衡するものであると同時に、毎年の人事院勧告の結果を反映している
ところであり、職務内容の特性や他法人等との比較を踏まえると、報酬水準は妥当
であると考えられる。
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　監事（非常勤）

【主務大臣の検証結果】

４　役員の退職手当の支給状況（令和元年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

15,567 13 5 R1.8.31 1.0（仮） ※

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

注１：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、該当がない場合は空欄。　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後

　独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄
注２：A法人の長の支給額は、当該役員が在職した期間の業績勘案率が決定されていないため、

「暫定的な業績勘案率（1.0）」により算出している。

監事

法人の長

理事

監事
（非常勤）

法人での在職期間

当機構の監事の年間報酬額は、人数規模が同規模である民間企業の取締役

の年間報酬額１９，２７６千円と比較した場合、同水準以下であり、また、事務次官

の年間給与額２３，３７４千円と比べてもそれ以下となっている。
また、文部科学省が所管する科学技術（人文科学のみに係るものを除く。）に関

する研究開発を主要な業務とする他法人の理事と比較しても、その報酬等の総
額はそれらと均衡するものであると同時に、毎年の人事院勧告の結果を反映して
いるところであり、職務内容の特性や他法人等との比較を踏まえると、報酬水準
は妥当であると考えられる。

職務内容の特性や業務の実績、参考となる他法人及び民間企業との比較などを
考慮すると、法人の報酬水準は妥当であると考える。
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５　退職手当の水準の妥当性について
【主務大臣の判断理由等】

区分

６　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

判断理由

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

注：「判断理由」欄には、法人の業績、担当業務の業績及び個人的な業績の検討結果を含め、業績勘案
　　 率及び退職手当支給額の決定に到った理由等を具体的に記入する。

監事

法人の長

理事

監事
（非常勤）

役員報酬支給基準のうち、期末特別手当については、国立研究開発法人海洋研究開発機構役
員報酬規程に則り、文部科学大臣が行う業績評価の結果を勘案し、その者の職務実績に応じ、 理
事長がこれを増額し、又は減額することができることになっている。Ⅰ１②にある仕組みを継続して
実施し、必要に応じて拡充することを検討する。
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Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　③　 給与制度の内容及び令和元年度における主な改定内容

　①　職員給与の支給水準の設定等についての考え方

　②　職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方（業績給
　　の仕組み及び導入実績を含む。）

当機構職員の給与水準を検討するにあたって、平成３１年度国家公務員給与等実態調

査結果および３１年職種別民間給与実態調査によるデータのうち、表１０ 職種別、規模

別、学歴別、年齢階層別平均支給額（事務・技術関係職種）等を参考とした。
① 国家公務員…平成３１年度において、国家公務員のうち行政職俸給表（一）の平均給
与月額は４１１，１２３円となっており、全俸給表の平均給与月額は４１７，６８３円となってい
る。
② 職種別民間給与実態調査で比較可能な当該法人と同等の規模（企業規模：５００人以
上）及び学歴（大学卒）の職種別平成３１年４月分平均支給額は、事務職では事務部長７
５２，９２２円、事務部次長６８４，６００円、事務課長６２２，３１５円、事務課長代理６１４，１７０
円、事務係長
５０１，６０１円、事務主任４２７，５１５円、事務係員３６２，５５０円、技術職では技術部長７５
９，０８４円、技術部次長７０４，５４９円、技術課長６２９，７８７円、技術課長代理５６２，７４２
円、技術係長
５２８，９５８円、技術主任４６４，４０６円、技術係員３７７，６９９円、となっている。

業務運営の効率化、効果的推進のために、優秀な人材の確保、適切な配置及び資質の
向上を目指し、各事業の遂行に必要とされる人員配置計画を定め、適切な職員の配置を
行い、人件費の管理を行っている。

国立研究開発法人海洋研究開発機構職員給与規程に則り、本給及び諸手当（超過勤
務手当、休日勤務手当、深夜手当、潜水手当、放射線業務手当、役職手当、船員手当、
扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、 通勤手当、単身赴
任手当、寒冷地手当、船舶衛生管理者手当、在船当番手当、年次有給休暇中の船員に
対する食費及び期末手当）としている。

期末手当については、期末手当基準額（本給＋役職手当＋広域異動手当＋研究員調
整手当＋船員手当＋職務加算＋役職加算）に６月に支給する場合においては１００分の
２２２．５、１２月に支給する場合においては１００分の２２７．５を乗じ、さらに基準日以前６
か月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。

なお、令和元年度では、①若年層の本給表のベースアップ（１０００円程度）、②期末手
当の支給率について、０．０５か月分の引き上げ、③住居手当について支給対象となる家
賃額の下限の引上げおよび手当額の上限の引上げを実施した。

勤務成績の給与への反映の度合いを高めることを目的とした人事評価制度を導入し、
評価結果を昇給及び期末手当に反映している。
また、特に顕著な業績を挙げた職員に対して業績手当を支給している。

本給は、４号給を標準として１号給から８号給以内の幅において、職階ごとに、人事評価
結果に応じた昇給幅を定め昇給させている。
期末手当は、人事評価に応じて、支給割合を決定している。

7



２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

623 45.8 7,441 6,275 101 1,166
人 歳 千円 千円 千円 千円

312 45.2 8,063 5,735 100 2,328
人 歳 千円 千円 千円 千円

269 44.2 7,727 5,512 98 2,215
人 歳 千円 千円 千円 千円

43 51.7 10,163 7,129 114 3,034
人 歳 千円 千円 千円 千円

311 46.5 6,818 6,818 101 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

129 47.2 3,485 3,485 93 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

176 46.1 9,394 9,394 106 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

6 41.0 2,902 2,902 102 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

（年俸制職員）

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

101 41.4 5,583 5,447 115 136
人 歳 千円 千円 千円 千円

9 41.7 6,991 6,991 152 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

40 37.8 7,053 7,053 105 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

13 32.9 5,326 5,326 70 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

5 49.7 9,851 7,110 261 2,741
人 歳 千円 千円 千円 千円

34 47.5 2,950 2,950 114 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

9 63.2 11,047 11,047 213 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

9 63.2 11,047 11,047 213 0

注１：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。

注２：常勤職員の医療職種（病院医師）、医療職種（病院看護師）、教員職種（高等専門学校教員）については該当者がいないため、記載をしていない。

注３：在外職員については該当者がいないため、記載をしていない。

注４：任期制職員の医療職種（病院医師）、医療職種（病院看護師）、教育職種（高等専門学校教員）については該当者がいないため、記載をしていない。

注５：非常勤職員については該当者がいないため、記載をしていない。

注６：人員が２名以下の職種については当該個人に関する情報が特定されるため、記載をしていない。

産業保健スタッフ

研究職種（年俸制）

アビリティスタッフ

常勤職員総計
（年俸制を含む）

常勤職員

事務・技術

研究職種

常勤職員（年俸制）

支援スタッフ

人員 平均年齢
令和元年度の年間給与額（平均）

総額
うち所定内 うち賞与

出向職員

再任用職員

支援スタッフ

任期付職員

事務・技術

研究職種

産業保健スタッフ

区分

事務・技術

人員 平均年齢
令和元年度の年間給与額（平均）

総額
うち所定内 うち賞与区分

ポスドク研究員

アビリティスタッフ
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②

（事務・技術職員）

注1：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、④まで同じ。

（研究職員）

注：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、④まで同じ。

注２：年齢２０～２３歳の該当者が３人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、平均給与額のみ表示してい
る。

注２：年齢３６～３９歳の該当者が１人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、年間給与については表示し
ていない。

注３：年齢４０～４３歳の該当者が２人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、平均給与額のみ表示してい
る。

年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員／研究職員）〔在外職員、任期付職員及び再任用職
員を除く。以下、④まで同じ。〕
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③

（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円

本部部長 9 56.4 11,940

本部課長 60 52.0 10,310

本部課長補佐 46 47.3 8,090

本部係長 94 44.4 6,913

本部係員 60 31.9 5,069

（研究職員）

平均
人 歳 千円

本部研究部長 9 55.4 12,565

本部研究課長 12 53.3 11,067

本部研究課長補佐・同相当職 4 52.0 9,843

本部主任研究員 12 51.0 8,636

本部研究員 6 43.8 7,206

④

（事務・技術職員）

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

70 70 70

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

30 30 30

％ ％ ％

         最高～最低 36.9～24.0 38.2～14.9 38.2～14.9

％ ％ ％

70 70 70

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

30 30 30

％ ％ ％

         最高～最低 36.9～27.8 33.8～20.5 36.9～20.5

（研究職員）

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

70 70 70

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

30 30 30

％ ％ ％

         最高～最低 36.9～24.0 36.0～24.0 36.9～24.0

％ ％ ％

70 70 70

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

30 30 30

％ ％ ％

         最高～最低 32.6～28.0 36.0～24.0 36.0～24.0

9,560～6,922

13,400～9,933

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

7,095～3,648

11,716～8,400

職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員／研究職員）

分布状況を示すグループ

千円

12,737～11,218

一般
職員

年間給与額

一律支給分（期末相当）

最高～最低

賞与（令和元年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／研究職員）

8,554～5,651

人員

人員 平均年齢

平均年齢

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

分布状況を示すグループ
年間給与額

最高～最低
千円

13,780～11,650

9,150～8,278

7,561～6,755

９人
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３　給与水準の妥当性の検証等

事務・技術職員

（法人の検証結果）
海洋は地球環境の変化に大きく関連し、地球上のすべての生命維持のため
に必要不可欠なものである。海洋に関する科学的な知見の充実が重要であ
り、地球温暖化や巨大海溝型地震・津波への対応、海洋鉱物資源の開発
等、政策課題対応型の研究開発が必要とされており、海洋研究の次世代を
担う人材育成の重要性が指摘されている。国家基幹技術を始めとする海洋
に関する基盤的な技術開発力や海洋科学技術に関する基礎的な研究開発
力を着実に強化し、推進することが必要となる。これらの事業の性格が国か
らの財政支出を受けている理由である。このような国家プロジェクトの研究開
発の実施のために、高度な専門知識と業務遂行能力を維持するため現在
の給与水準となっている。

・年齢・地域勘案　　　　　　　　１１４．２

項目

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

講ずる措置

・年齢・学歴勘案　　　　　　　　１０７．７

内容

・年齢・地域・学歴勘案　　　　１１３．１

・年齢勘案　　　　　　　　　　　　１１０．３

（主務大臣の検証結果）
初公表時（平成１６年度）の比較指標は１１７．１であり、今回と比較すると６．
８ポイント減少している。これはその間、期末手当における国家公務員を超
える支給月数の引下げや役職手当の引下げ、特別昇給の廃止等を行った
結果であると考えられる。今後も独立行政法人通則法による「職員の給与
等」の趣旨に則り、引き続き適正な給与水準の確保に取り組んでいく必要が
あると考える。

対国家公務員
指数の状況

引き続き、人事評価による抑制的昇給制度等により適切な給与水準となるよ
う努める。

(1)学歴構成
　当機構は、海底資源研究開発、海洋・地球環境変動研究開発、海域地震
発生帯研究開発、海洋生命理工学研究開発、先端的基盤技術の開発及び
その活用等国家的・社会的ニーズを踏まえた戦略的・重点的な研究開発を
推進する等、海洋に関する基盤技術開発において世界をリードする研究開
発を推進しており、極めて高度な知識を有する研究者が在籍している。事務
技術組織においては、これらの研究者と一体となり、機構の将来にわたって
研究マネジメント及び機構の組織運営等高度な業務を、迅速かつ的確に遂
行していくため、研究開発、研究施設・設備の運用等専門性の高い事業を
理解し、企画立案力、折衝力及び国際調整力等の優れた能力を必要として
いる。従って、学歴が大学卒以上（特に理工系修士課程修了）の者を中心
に採用しており、国家公務員行政職と比較して大学卒以上の比率が非常に
高い。
大学卒以上である職員の割合：
●国家公務員(行政職（一）適用者)：５８．４％（うち修士課程修了以上：７．
４％）
　※令和元年人事院勧告　参考資料「１　国家公務員給与関係」第２表に基
づく
●海洋研究開発機構：８５．１％（うち修士課程修了以上：４３．１％）

(2)管理職員の割合
　当機構は、研究者の流動性を維持し世界最先端の研究水準を維持する
ために研究者の多くを任期制職員として雇用しているとともに、研究遂行上
必要とされる種々の役割と業態に対応するべく複数の雇用形態を併用した
人員体制を採っている。多様な人員の管理に係る綿密な業務については、
各研究組織に事務部門をおき、研究推進に係る事務管理を一手に担う体
制を採っている。また、７隻に及ぶ船舶の運航管理及び勤務形態の複雑な
船員の人員管理を行う事務組織が不可欠である。当機構においては経営
企画部、総務部、人事部、経理部等といった管理部門と、研究推進部門及
び船舶運航部門とが密に連携して迅速に判断を下し、高度な業務を遂行す
る必要があるため、各事務組織において多くの管理職員を必要としている。
これらの組織においては業務の効率化を推進した結果、常勤職員において
は、より担当業務が高度化する傾向にあり、その結果として国家公務員行政
職と比較して管理職員の割合が高くなっている。
管理職員の割合：
●国家公務員：１８．０％
　※人事院による「平成３１年国家公務員給与等実態調査結果」第１２表に
おける行政職（一）俸給の特別調整額受給者の割合に基づく
●海洋研究開発機構：２４．２％（ただし、比較対象職員２６９人の他に、事
務・技術業務に従事している任期付職員９人、支援スタッフ１６３人、出向職
員５人、アビリティスタッフ８人、産業保健スタッフ２人を加えた場合、管理職
の割合は１４．３％となる。）

(3)人員構成
　当機構は、人材の活用方針として、任期制職員を積極的に活用している。
とりわけ、国家公務員と比較するならば、行政職（一）俸給表でいうところの１
級から３級相当の業務については、その業務を担う支援職の制度を設けて
おり、任期制支援職員及び無期雇用支援職員の担当業務として位置付け
ている。
　現在のラスパイレス指数（対国家公務員指数）においては、その比較対象
が月給制の定年制職員に限定されるため、これら支援職層を中心とする年
俸制職員が数字上反映されていない。具体的には、事務・技術系の職員と
しては定年制及び任期制の合計４５６人が在職している。本紙で公表してい
るラスパイレス指数は、前述４５６人のうち月給制の定年制職員分の２６９人
（５９．０％）を対象としている。

　給与水準の妥当性の
　検証
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研究職員

４　モデル給与

５　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

講ずる措置
国家公務員の水準を下回っているが、今後も国家公務員の給与の動向を
注視し、適切な給与水準となるよう努める。

項目 内容

対国家公務員
指数の状況

・年齢勘案　　　　　　　　　　　　９７．８

・年齢・地域勘案　　　　　　　　１０４．５

・年齢・学歴勘案　　　　　　　　９７．３

・年齢・地域・学歴勘案　　　　１０３．４

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

(1)学歴構成
　当機構は、海底資源研究開発、海洋・地球環境変動研究開発、海域地震
発生帯研究開発、海洋生命理工学研究開発、先端的基盤技術の開発及び
その活用等国家的・社会的ニーズを踏まえた戦略的・重点的な研究開発を
推進する等、海洋に関する基盤技術開発において世界をリードする研究開
発を推進しており、極めて高度な知識を有する研究者が在籍している。従っ
て、学歴が修士課程修了以上の者しか存在しない。
大学卒以上である職員の割合：
●国家公務員(行政職（一）適用者)：９７．９％（うち修士課程修了以上：７９．
５％）
　※令和元年人事院勧告　参考資料「１　国家公務員給与関係」第２表に基
づく
●海洋研究開発機構：１００％（うち修士課程修了以上：１００％）

(2)管理職の割合
　当機構は、研究者の流動性を維持し世界最先端の研究水準を維持する
ために、平成１９年から研究者を原則として年俸制職員として雇用している。
そのため、現存する定年制職員の中では、管理職の割合が高く出る傾向が
ある。
管理職員の割合：
●国家公務員：７２．２％
　※人事院による「平成３１年国家公務員給与等実態調査結果」第１２表に
おける研究職俸給の特別調整額受給者の割合に基づく
●海洋研究開発機構：４６．５％（ただし、比較対象職員４３人の他、年俸制
の定年制職員１７６人、任期制職員として研究業務に従事している研究職種
４０人、ポストドクトラル研究員１３人を加えた場合、管理職の割合は２４．６％
となる。）

(3)人員構成
　当機構の研究職については、平成１９年から、原則、任期制職員のみの採
用となっており、ラスパイレス指数（対国家公務員指数）の比較対象となる定
年制職員は年俸制適用者を除く既存の４３人となっている。そのため、ラス
パイレス指数の比較においては、母数が極めて小さいため、人事異動等に
より指数が変動しやすい傾向がある。

　給与水準の妥当性の
　検証

（法人の検証結果）
　海洋は地球環境の変化に大きく関連し、地球上のすべての生命維持のた
めに必要不可欠なものである。海洋に関する科学的な知見の充実が重要で
あり、地球温暖化や巨大海溝型地震・津波への対応、海洋鉱物資源の開発
等、政策課題対応型の研究開発が必要とされており、海洋研究の次世代を
担う人材育成の重要性が指摘されている。国家基幹技術を始めとする海洋
に関する基盤的な技術開発力や海洋科学技術に関する基礎的な研究開発
力を着実に強化し、推進することが必要となる。これらの事業の性格が国か
らの財政支出を受けている理由である。このような国家プロジェクトの研究開
発の実施のために、高度な専門知識と業務遂行能力を維持するため現在
の給与水準となっている。

（主務大臣の検証結果）
　給与水準の比較指標では国家公務員の水準未満となっていること等から
給与水準は適正であると考える。引き続き適正な給与水準の維持に努めて
いただきたい。

（扶養親族がいない場合）
○２２歳（大卒初任給）
月額１９８,０００円年間給与２,９５６,０００円
○３５歳（主任）

月額３５５,０００円年間給与５，９４２，０００円
○５０歳（課長）
月額５７７，０００円年間給与９，４７０，０００円

※扶養親族がいる場合には、扶養手当（配偶者６，５００円、子１人につき
１０，０００円を支給）

期末手当の算定にあたり、人事評価の結果により係数を定め、評価結果を
支給額に反映させる仕組みを導入している。

Ⅱ１②にある仕組みを継続して実施し、必要に応じて拡充することを検討

する。
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Ⅲ　総人件費について

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度

千円 千円 千円 千円 千円 千円

(A)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｂ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｃ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(D)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項

Ⅳ　その他

特になし

1,658,703 1,603,946 1,576,628 1,526,512
福利厚生費

1,624,325 1,730,510

155,962

給与、報酬等支給総額
7,032,117 7,160,312 6,783,878 6,686,671

区　　分

187,161 125,280

6,919,796 6,858,790

497,584 547,170 494,313

9,312,830 9,082,3299,587,6159,243,940

退職手当支給額
199,209

9,008,665 8,861,889

注：中期目標管理法人及び国立研究開発法人については中期目標期間又は中長期目標
　　 期間の開始年度分から当年度分までを記載する。行政執行法人については当年度分を
　　 記載する。

149,740

498,966

130,205

最広義人件費

517,954
非常勤役職員等給与

431,536

「給与、報酬等支給総額」は、適正配置による人員減少に伴い97,207千円の減少となった。

「退職手当支給額」は、理事長の退任及び退職者の増加により19,535千円の増加となった。

なお「公務員の給与改定に関する取扱いについて」（平成２９年11月１７日閣議決定）に

基づき、平成３０年１月１日から以下の措置を講ずることとした。

役職員の退職手当について、国と同様に退職給付に係る調整率を改正し、支給水準の

引き下げを実施した。
役員に関する講じた措置の概要：調整率を国と同様に「１００分の８７」から「１００分の８３．７」

に引き下げ、支給割合を「１００分の１０．８７５」から「１００分の１０．４６２５」に改めた。
職員に関する講じた措置の概要：調整率を国と同様に「１００分の８７」から

「１００分の８３．７」に引き下げ、これに伴う退職事由・勤続期間別割合の改定を行った。

「非常勤役職員等給与」は、適正配置による人員減少に伴いより18,988千円の減少となった。

「福利厚生費」は、人件費減少に伴い各種社会保険料の負担減少及び宿舎制度の見直し等
による
宿舎利用者の減少に伴い50,115千円の減少となった。

以上から、「最広義人件費」は対前年度比146,775千円の減少となった。
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